
問合せ　幸手市観光協会事務局（商工観光課内）☎ (43)1111　内線 593

　幸手市の面積の 4割は田んぼであり、稲作を中心として、農業は重要な産業です。また、
緑豊かな田園風景は、私たちの心をなごませてくれる地域の大切な資源です。
　そんな市の大切な地域資源である農地を守っていくため、つぎの 3点について農家や地
域のみなさんのご協力を改めてお願いします。

農地や水路などの保全管理
　農地や水路などの地域資源は、農家や地域のみなさんの日ごろからのご協力により良好
に保たれています。
　農地や水路が荒廃してしまうと、病害虫や火災の発生源となったり、雑草や雑木の繁茂
により、周辺農地だけではなく、住宅にも迷惑をかけることになります。また、洪水など
の災害の原因となるなど、私たちの生活に影響を及ぼしてしまいます。
　良好な環境が保全されるよう、引き続き農家や地域のみなさんのご協力をお願いします。

農耕車での公道走行マナーアップ
　農耕車による農作業後、農地から公道へ出る際は、土や泥を落としてから走行するよう
お願いします。
　道路に落ちた土や泥は、道路上で固まり、歩行者の通行の妨げや、車がスリップするな
ど事故の恐れが生じてしまいます。特に、通学路では小中学生の安全確保に支障が生じて
しまいます。
　万が一、土や泥を道路に落としてしまったときは清掃するよう心がけましょう。
　地域の交通安全と環境美化のためにもご理解とご協力をお願いします。

農地への不法投棄の禁止
　不法投棄は、定められた場所以外に廃棄物を捨てる犯罪行為です。
　農地への不法投棄は、周囲の自然環境に影響を及ぼし、他人の有する財産や権利を侵害
します。また、土壌が汚染されると、周辺の農作物が汚染されたり、悪臭の発生原因とな
るなど、環境問題を引き起こしてしまいます。
　不用になった物は必ず適正な処理方法で処分し、不法投棄は絶対に行わないようにしま
しょう。

問合せ　農業振興課☎ (43)1111　内線 535

第９０回

観光物産出店者募集

桜まつり開催期間に、権現堂桜堤特設テントで、市の観光物産品を販売する市内業者を募集します。

◆出店期間
　3月 25 日（土）～ 4月 9日（日）　午前 9時～午後 4時
　※希望日のみの出店も可能。

◆対象
　観光協会会員

◆募集数
　16 店舗

◆出店料
　10,000 円

◆販売品目
　・幸手桜まつり物産出店基準に定めるもの。
　・原則として、市内で製造加工または販売を行う事業所とし、市のイメージアップにつながり、
　　お土産として持ち帰ることができるもの。
　※詳細は、お問い合わせください。

◆販売品目数
　・品目数の指定はありませんが、販売スペースが限られています。（180cm × 45cm の長机 1つ分）
　・物産品は桜まつり実行委員会と協議の上、決定します。
　・新規の販売品目については、2月 20 日（月）に行う審査会で審査しますので、販売品　目の写
　　真をお持ちください。

◆申込み
　　必要事項を記入の上、令和 5年 2月 17 日（金）までに幸手市観光協会事務局窓口（幸手市役所商　
　工観光課内）へ直接提出してください。
　窓口受付時間　月曜日から金曜日の午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（※土曜、日曜、祝日は除く。）

農地などの大切な地域資源を

みなさんで守りましょう！
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